
千葉都市計画生産緑地地区の変更（千葉市決定） 

 

都市計画生産緑地地区中１００号畑町第１生産緑地地区ほか１３地区を次のように変更す

る。 

 

名      称 
面 積 備   考 

番号 生 産 緑 地 名 

100 畑    町 第１生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.13ha 

109 朝日ヶ丘 町 第２生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.23ha 

130 検見川町五丁目 第５生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.08ha 

165 小 中 台 町 第１３生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.08ha 

183 宮 野 木 町 第６生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.12ha 

184 宮 野 木 町 第７生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.05ha 

186 宮 野 木 町 第９生産緑地地区 約 0.19ha 一部廃止 △約 0.06ha 

188 宮 野 木 町 第１１生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.09ha 

189 宮 野 木 町 第１２生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.21ha 

219 萩 台 町 第１生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.30ha 

406 加 曽 利 町 第４生産緑地地区 約 0.32ha 一部廃止 △約 0.05ha 

499 誉田町一丁目 第１２生産緑地地区 約 0.52ha 一部廃止 △約 0.24ha 

505 誉田町一丁目 第１８生産緑地地区 － 廃  止 △約 0.33ha 

569 武石町二丁目 
第１生産緑地地区 

（その２） 
約 0.09ha 追  加 約 0.03ha 

  追加（増） 

廃止（減） 

約 0.03ha 

△約 1.97ha 

『位置及び区域は計画図表示のとおり』 

 

 

 ＜理由＞ 

  下記の理由により、生産緑地地区の位置、区域及び面積について変更しようとするもので

ある。 

１ 生産緑地法第１４条の規定により行為の制限が解除され、生産緑地としての指定要件

を満たさなくなったため廃止する。 

２ 既に指定されている生産緑地地区との一団化等が図られ、緑地機能増進により都市環

境の向上に資すると認められるため追加する。 






























